
● 市の情報は次の方法でもお届けしています● 市の情報は次の方法でもお届けしています

◆けせんぬま復興ニュース　全世帯に配布しています
◆さいがいエフエム　けせんぬまさいがいエフエム（ 77.5Mhz） ・  けせんぬまもとよしさいがいエフエム（76.8Mhz）
◆市公式Webサイト：「気仙沼市公式」で検索　ＵＲＬ：http://www.city.kesennuma.lg.jp/
◆携帯サイト：ＵＲＬ：http://www.city.kesennuma.lg.jp/mobile
◆被災者支援メール※事前登録が必要です。●次のアドレスにメール後、返信内容を確認し登録【05999@nopamail.jp】

市公式
携帯サイト
QRコード
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８◆生徒会紹介／催し情報　ほか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

　　　・　４◆「水痘」「成人用肺炎球菌」のワクチン予防接種費用の一部を市が負担します　ほか

◆暮らしの情報（市営住宅の入居者を募集します　ほか） ・６ ７・・・・・・・・・・・

　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「頑張れ！小さな消防士」
　                                                                                          ＪＣ寺子屋～気仙沼キッズワークタウン 2014 ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月 28 日　鹿折小学校

◆新制度に移行する幼稚園や保育所を利用する場合は「認定手続き」が必要です・・・２

◆土砂災害に備えましょう　ほか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５　　　・　

　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「頑張れ！小さな消防士」

気仙沼キッズワークタウン…
　職業体験をとおして子どもたちに「働くことの意味
や大切さ」などを学んでもらおうと、一般社団法人
気仙沼青年会議所（JC）が開催したもの
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③
早
め
に
避
難
を
開
始
し
、

　
避
難
中
の
安
全
を
確
保
し

　
ま
し
ょ
う
。

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す

　
市
内
に
は
、
土
砂
災
害
危

険
箇
所
が
４
９
０
箇
所
あ
り
、

そ
の
う
ち
１
２
０
箇
所
は
、

県
の
調
査
に
よ
り
「
住
民
の

生
命
ま
た
は
身
体
に
危
害
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
」

と
し
て
、
土
砂
災
害
警
戒
区

域
・
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
場
所
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
各
公
民
館
な
ど

に
設
置
し
た
防
災
マ
ッ
プ
・

土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

で
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

    

市
危
機
管
理
課  

防
災
情
報
係

　
tel
：（
２
２
）
３
４
０
２

　

土
砂
災
害
か
ら
身
を
守

る
た
め
に

　　
近
年
、
全
国
各
地
で
大
雨

に
よ
る
土
砂
災
害
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
土
砂
災
害
か
ら

身
を
守
る
た
め
、
以
下
の
点

に
注
意
し
、
日
ご
ろ
か
ら
土

砂
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

①
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
や
イ
ン

　
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
雨
量
情

　
報
、
注
意
報
・
警
報
な
ど
の

　
情
報
を
入
手
し
ま
し
ょ
う
。

②
前
兆
現
象
に
気
づ
い
た
ら
、

　
す
ぐ
に
避
難
を
開
始
し
、　

　
市
役
所
・
自
治
会
な
ど
に

　
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

日
頃
の
備
え
が
大
切
で
す

日
頃
の
備
え
が
大
切
で
す

土
砂
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

　

土
砂
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

　

猫が好きな人も、苦手な人も快適に暮らすために

猫を飼うために守ってほしいこと

　一般家庭の燃やせないごみの収集について、祝日の 11 月３日が収集日に当たっている地区は、
次のとおり特別収集を実施しますので、午前８時 30 分まで最寄りの集積所に出してください。

特  別  収  集  日 対　象　地　区 対　象　品　目
11月12日（水）
※3日（月・文化の日）の振り替え

九条１～５ 金属・硬質プラスチック類、
陶磁器・ガラス類

■問い合わせ先／市廃棄物対策課    tel：23-1017

家庭の燃やせないごみの特別収集を行います家庭の燃やせないごみの特別収集を行います

「ビン・缶類等」については月２回収集していることから特別収集は行いません。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

避妊・去勢の手術を！
　気仙沼保健所には毎年150～200匹の猫が持ち込ま
れ、その中で新たな飼い主が見つかるのは、ごくわず
かです。少しでも不幸な猫を減らすためには、不妊・
去勢手術が効果的です。また、発情期の猫のけんかや
大きな鳴き声による騒音も少なくなります。

　

　気仙沼保健所には毎年150～200匹の猫が持ち込ま
れ、その中で新たな飼い主が見つかるのは、ごくわず
かです。少しでも不幸な猫を減らすためには、不妊・
去勢手術が効果的です。また、発情期の猫のけんかや
大きな鳴き声による騒音も少なくなります。

　猫の飼養は家の中で！
　屋内外を自由に行き来できる状態は、糞尿のトラブ
ルだけでなく、病気や事故の原因にもなります。　
　子猫・成猫にかかわらず、猫は室内で飼いましょう。

　
　

　屋内外を自由に行き来できる状態は、糞尿のトラブ
ルだけでなく、病気や事故の原因にもなります。　
　子猫・成猫にかかわらず、猫は室内で飼いましょう。

　
　

  ■

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の
一部を助成します

■

■

■

土砂災害の前兆現象土砂災害の前兆現象
・ 崖に亀裂が入り、石が落ち
 てくる。

・ 地鳴りや立木の裂ける音、 
 石がぶつかる 音が聞こえる。

・川の水が
   急に濁り、  
   水位が下
   がる   など

　
来
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
る
「
子
ど
も
・
子
育
て
新

制
度
」
に
つ
い
て
、
前
号
で

は
制
度
の
概
要
を
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
今
回
は
利
用

手
続
き
や
保
育
を
利
用
す
る

場
合
の
条
件
な
ど
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
来
年
4
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か
ら
の

入
園
手
続
き
は
、
今
後
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
手
続
き
の
流
れ
は
下
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の

と
お
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で
す
。
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ま
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新
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育
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今
ま
で
と
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園
が
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保
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と
な
り

ま
す
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【手続きの流れ】
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が
ス
タ
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ト
し
ま
す
②

　新制度では、認可保育所などで保育の利用を希望する場合の保育認定（２号認定、
３号認定）にあたっては、次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
　また、保育認定については、さらに「保育を必要とする時間」として、保護者の就
労状況（フルタイムやパートタイムなど）に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」
のいずれかに区分されます。なお、就労以外の事由についても、世帯の状況に応じて
「保育を必要とする時間」の認定がなされます。

※市内の私立幼稚園は、平成 27 年度は新制度に移行しない予定ですので従来どおりの手続きとなります。※市内の私立幼稚園は、平成 27 年度は新制度に移行しない予定ですので従来どおりの手続きとなります。

①幼稚園（１号認定）

入園申込み 入園の内定 認定の申請 認定証の交付認定証の交付

②認可保育所・地域型保育事業（２・３号認定）

認定の申請 認定証の交付 入所申込み

入園決定入園決定

入所決定入所決定申込状況等に
より調整
申込状況等に
より調整

③小規模保育所（へき地保育所）…新制度の対象施設にならないため、これまでと変更ありません。

①就労
②妊娠、出産
③保護者の疾病、傷害
④同居または長期入院等をしている親族の介護・看護
⑤災害復旧
⑥求職活動（起業準備を含む）

⑦就学（職業訓練校における職業訓練を含む）
⑧虐待やＤＶのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、すでに保育を利用して
　いる子どもがいて継続利用が必要なこと
⑩その他、①～⑨に類する状態として市が認め
　る場合

保育を必要とする事由

保育を必要とする時間
①保育標準時間…主に、保護者のいずれもがフルタ
　イム就労を想定した利用時間

②保育短時間…　主に、保護者のいずれもまたは、　
　いずれかがパートタイム就労を想定した利用時間

区　分 就労時間 最長利用可能時間
保育標準時間
保育短時間

120 時間以上／月
48 時間以上／月

11 時間／日
８時間／日

※保育所利用は、施設が開所している時間の範囲内で
　保護者と保育所との話し合いで決めていただきます。
※保育所利用は、施設が開所している時間の範囲内で
　保護者と保育所との話し合いで決めていただきます。

認  定

申  請
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に
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猫が好きな人も、苦手な人も快適に暮らすために

猫を飼うために守ってほしいこと

　一般家庭の燃やせないごみの収集について、祝日の 11 月３日が収集日に当たっている地区は、
次のとおり特別収集を実施しますので、午前８時 30 分まで最寄りの集積所に出してください。

特  別  収  集  日 対　象　地　区 対　象　品　目
11月12日（水）
※3日（月・文化の日）の振り替え

九条１～５ 金属・硬質プラスチック類、
陶磁器・ガラス類

■問い合わせ先／市廃棄物対策課    tel：23-1017

家庭の燃やせないごみの特別収集を行います家庭の燃やせないごみの特別収集を行います

「ビン・缶類等」については月２回収集していることから特別収集は行いません。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　飼い主のいない猫についての相談が寄せられます。「のら猫」の多くは、
人間によって無責任に捨てられ、繁殖した猫です。
人間と猫が快適に暮らすために私たちができることを考えてみませんか？
避妊・去勢の手術を！
　気仙沼保健所には毎年150～200匹の猫が持ち込ま
れ、その中で新たな飼い主が見つかるのは、ごくわず
かです。少しでも不幸な猫を減らすためには、不妊・
去勢手術が効果的です。また、発情期の猫のけんかや
大きな鳴き声による騒音も少なくなります。

　

　気仙沼保健所には毎年150～200匹の猫が持ち込ま
れ、その中で新たな飼い主が見つかるのは、ごくわず
かです。少しでも不幸な猫を減らすためには、不妊・
去勢手術が効果的です。また、発情期の猫のけんかや
大きな鳴き声による騒音も少なくなります。

　猫の飼養は家の中で！
　屋内外を自由に行き来できる状態は、糞尿のトラブ
ルだけでなく、病気や事故の原因にもなります。　
　子猫・成猫にかかわらず、猫は室内で飼いましょう。

　
　

　屋内外を自由に行き来できる状態は、糞尿のトラブ
ルだけでなく、病気や事故の原因にもなります。　
　子猫・成猫にかかわらず、猫は室内で飼いましょう。

　
　

  ■問い合わせ先／
・市環境課   tel：22-3417　・県気仙沼保健所 tel：22-6615

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の
一部を助成します
　県獣医師会では、次のとお
り助成事業を行っています。
　助成を受けるには、条件が
ありますので、まずはお問い
合わせください。
■対象／
「飼い主不明猫」を保護し、
指定の動物病院で不妊・去勢
手術を実施した動物愛護団
体、または個人
■助成金額／
1 頭につき

　雄猫 3,000 円、雌猫 6,000 円
（助成できる数に限度があります）
■問い合わせ先／
　　県獣医師会   tel：022-297-1735

土砂災害の前兆現象土砂災害の前兆現象
・ 崖に亀裂が入り、石が落ち
 てくる。

・ 地鳴りや立木の裂ける音、 
 石がぶつかる 音が聞こえる。
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   がる   など
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度
」
に
つ
い
て
、
前
号
で

は
制
度
の
概
要
を
お
知
ら
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し
ま
し
た
が
、
今
回
は
利
用

手
続
き
や
保
育
を
利
用
す
る

場
合
の
条
件
な
ど
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
来
年
4
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か
ら
の

入
園
手
続
き
は
、
今
後
お
知
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ま
す
。

　
手
続
き
の
流
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で
す
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育
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応
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な
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新
制
度
の
対
象
施
設
や
事

業
を
利
用
す
る
場
合
の
保
育
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と
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定
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と
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ま
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。
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の
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。
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ま
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保
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と
な
り
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。
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　新制度では、認可保育所などで保育の利用を希望する場合の保育認定（２号認定、
３号認定）にあたっては、次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
　また、保育認定については、さらに「保育を必要とする時間」として、保護者の就
労状況（フルタイムやパートタイムなど）に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」
のいずれかに区分されます。なお、就労以外の事由についても、世帯の状況に応じて
「保育を必要とする時間」の認定がなされます。

※市内の私立幼稚園は、平成 27 年度は新制度に移行しない予定ですので従来どおりの手続きとなります。※市内の私立幼稚園は、平成 27 年度は新制度に移行しない予定ですので従来どおりの手続きとなります。

①幼稚園（１号認定）

入園申込み 入園の内定 認定の申請 認定証の交付認定証の交付

②認可保育所・地域型保育事業（２・３号認定）

認定の申請 認定証の交付 入所申込み

入園決定入園決定

入所決定入所決定申込状況等に
より調整
申込状況等に
より調整

③小規模保育所（へき地保育所）…新制度の対象施設にならないため、これまでと変更ありません。

①就労
②妊娠、出産
③保護者の疾病、傷害
④同居または長期入院等をしている親族の介護・看護
⑤災害復旧
⑥求職活動（起業準備を含む）

⑦就学（職業訓練校における職業訓練を含む）
⑧虐待やＤＶのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、すでに保育を利用して
　いる子どもがいて継続利用が必要なこと
⑩その他、①～⑨に類する状態として市が認め
　る場合

保育を必要とする事由

保育を必要とする時間
①保育標準時間…主に、保護者のいずれもがフルタ
　イム就労を想定した利用時間

②保育短時間…　主に、保護者のいずれもまたは、　
　いずれかがパートタイム就労を想定した利用時間

保育短時間
120 時間以上／月
48 時間以上／月

11 時間／日
８時間／日

※保育所利用は、施設が開所している時間の範囲内で
　保護者と保育所との話し合いで決めていただきます。
※保育所利用は、施設が開所している時間の範囲内で
　保護者と保育所との話し合いで決めていただきます。

認  定

申  請
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本
年
10
月
1
日
か
ら
、
こ

れ
ま
で
任
意
接
種
と
さ
れ
て

い
た「
水
痘
ワ
ク
チ
ン
」と「
成

人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
」

が
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
定

期
接
種
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
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に
よ
り
、
市
で
は
こ

れ
ら
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チ
ン
予
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接
種

費
用
の
一
部
を
次
の
と
お
り

負
担
し
ま
す
。

　
対
象
年
齢
や
自
己
負
担
額

を
ご
確
認
の
う
え
、
定
め
ら

れ
た
回
数
の
接
種
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

■
申
込
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法
／

　
ご
希
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の
下
記
実
施
医
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機
関
に
直
接
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

　（
市
外
の
病
院
で
接
種
で
き

　
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
詳

　
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
）

■
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２
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「
水
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水
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）」「
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用
肺
炎
球
菌
」の

「
水
痘（
水
ぼ
う
そ
う
）」「
成
人
用
肺
炎
球
菌
」の

水痘（水ぼうそう）ワクチン予防接種
　水痘は、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の
病気です。発疹が出る前から発熱があり、典型的な症例では、発疹
は、皮膚の表面が赤くなり、水疱、膿疱（粘度のある液体が含まれ
る水疱）を経てかさぶたとなり治癒するとされています。
　水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が 90%以上を占め
ると言われています。

■持ち物／母子健康手帳、予診票（医療機関に備え付けの用紙にご記入ください）
■実施医療機関／ 

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
　肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌によって引き起こされる病気です。こ
の菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどにより感染します。
　日本人の約３～５%の高齢者では、鼻や喉の奥に菌が常在していると
されます。これらの菌が、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を
起こすことがあります。

■対象年齢など／市内に住所がある方のうち下記にあてはまる方

市立病院小児科外来（田中）

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）

医療機関名（所在地） 電話番号
大島医院（高井） 28-2603
大友病院（三日町） 22-6868
小野医院（唐桑宿浦） 32-3128
佐々木小児科医院（本郷） 22-6811
三条小児科医院（田中前） 23-0088
村岡外科クリニック（田中前） 23-3990

　  医療機関名（所在地） 電話番号
22-7100

市立本吉病院（津谷明戸） 42-2621
歌津八番クリニック（南三陸町） 36-9511

47-1175
公立南三陸診療所（南三陸町） 46-3646
ささはら総合診療科（登米市） (0220)

21-5660

■持ち物／健康保険証、予診票（医療機関に備え付けの用紙にご記入ください）

医療機関名（所在地） 電話番号
猪苗代医院（三日町） 24-7180
猪苗代病院（南町） 22-7180
うちクリニック（東新城） 23-0087
遠藤産婦人科医院（本郷） 22-6828
大里胃腸科内科医院（南郷） 22-7157
大島医院（高井） 28-2603
大友病院（三日町） 22-6868
おだか医院（田中前） 22-3210
小野医院（唐桑宿浦） 32-3128
葛内科胃腸科医院（田中前） 22-6750
小松クリニック（東八幡前） 21-5770
齋藤外科クリニック（東新城） 22-7260
佐々木小児科医院（本郷） 22-6811

■実施医療機関／ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

過去に１回でも接種したことがある方は対象外となります。
75 歳 以上で上記年齢以外の方 １回 5,240 円 3,000 円

■対象年齢など／市内に住所があり、下記にあてはまるお子さん
 対象年齢 接種回数 市負担額

２回

自己負担額
生後 12月から36月のお子さん
（1歳の誕生日の前日から３歳の誕生日の前日まで）

０円 21,640 円

１回
生後 36月から60月のお子さん ※経過措置
（３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日まで）

０円

１回
５歳から６歳未満のお子さん
（５歳の誕生日から６歳の誕生日の前日まで）

2,000 円 8,820 円

10,820 円

※経過措置…今年度に限り、今までに水痘に罹ったことがなく、任意も含め水痘ワクチンを１回も
　　　　　　接種したことがない場合は、定期接種として１回接種できます。

すでに水痘に罹ったことがあるお子さんは、接種の必要はありません。

医療機関名（所在地） 電話番号
条南整形外科（田中前） 29-6711
すがわら内科クリニック（松崎萱） 25-8825
鈴木医院（長磯原ノ沢） 27-2315
村岡外科クリニック（田中前） 23-3990
森田医院（八日町） 22-6633
市立病院（田中） 22-7100
市立本吉病院（津谷明戸） 42-2621
歌津八番クリニック（南三陸町） 36-9511
佐藤徹内科クリニック（南三陸町） 47-1175
公立南三陸診療所（南三陸町） 46-3646
ささはら総合診療科（登米市） (0220)

21-5660

　「広報けせんぬま 10 月 1 日号」
の 11ページに掲載しました「休日
当番医情報」の中で右表のとおり
変更がありましたので、ご確認く
ださい。

「休日当番医情報」に変更がありました ■問い合わせ先／
　市健康増進課    tel：21-1212

期　　日 変更前 変更後

金沢歯科医院（新町）10月26日（日） 条南歯科医院（田中前）
tel:23-5570

10月 19日（日） 佐々木小児科医院（本郷）
tel:22-6811市立本吉病院（本吉町津谷）

佐々木小児科医院（本郷）

かか

かか

「土地月間」10 月は　　　　　　　　　です

■

　国では、毎年 10 月を「土地月間」
とし、土地に関する基本理念の普及・
啓発活動の充実を図っています。
　土地は国民にとって限られた貴重
な資源です。この機会に、豊かで安
心できる住みよい社会を築いていく
ために、ぜひ土地の有効利用につい
て考えてみませんか。

　国では、毎年 10 月を「土地月間」
とし、土地に関する基本理念の普及・
啓発活動の充実を図っています。
　土地は国民にとって限られた貴重
な資源です。この機会に、豊かで安
心できる住みよい社会を築いていく
ために、ぜひ土地の有効利用につい
て考えてみませんか。

　「国土利用計画法」は、土地の投機
的取引等を抑制し、適正・合理的な
土地利用を確保するため「届出制度」
を設けています。

　一定面積（例：都市計画区域内の場合は 5,000 ㎡）以
上の土地の取引をしたときは、この法律により土地の所
在する自治体に届け出が必要です（契約当事者の一方が
国や地方自治体の場合などは不要）。

　「国土利用計画法」は、土地の投機
的取引等を抑制し、適正・合理的な
土地利用を確保するため「届出制度」
を設けています。

　一定面積（例：都市計画区域内の場合は 5,000 ㎡）以
上の土地の取引をしたときは、この法律により土地の所
在する自治体に届け出が必要です（契約当事者の一方が
国や地方自治体の場合などは不要）。

土地取引には届け出が必要です！

対象年齢（生年月日） 接種回数 市負担額自己負担額
65 歳  （昭和 24 年 4月2日～昭和 25 年 4月1日）

１回

70 歳  （昭和 19 年 4月2日～昭和 20 年 4月1日）
75 歳  （昭和 14 年 4月2日～昭和 15 年 4月1日）
80 歳  （昭和   ９年 4月2日～昭和 10 年 4月1日）
85 歳  （昭和   ４年 4月2日～昭和   ５年 4月1日）
90 歳  （大正 13 年 4月2日～大正 14 年 4月1日）
95 歳  （大正   ８年 4月2日～大正   ９年 4月1日）
100 歳  （大正   ３年 4月2日～大正   ４年 4月1日）
101 歳 以上 （大正３年４月1日以前）

4,500 円

（生活保護世帯は  
  無料）

3,740 円
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水痘（水ぼうそう）ワクチン予防接種
　水痘は、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の
病気です。発疹が出る前から発熱があり、典型的な症例では、発疹
は、皮膚の表面が赤くなり、水疱、膿疱（粘度のある液体が含まれ
る水疱）を経てかさぶたとなり治癒するとされています。
　水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が 90%以上を占め
ると言われています。

■持ち物／母子健康手帳、予診票（医療機関に備え付けの用紙にご記入ください）
■実施医療機関／ 

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
　肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌によって引き起こされる病気です。こ
の菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどにより感染します。
　日本人の約３～５%の高齢者では、鼻や喉の奥に菌が常在していると
されます。これらの菌が、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を
起こすことがあります。

■対象年齢など／市内に住所がある方のうち下記にあてはまる方

市立病院小児科外来（田中）

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）

医療機関名（所在地） 電話番号
大島医院（高井） 28-2603
大友病院（三日町） 22-6868
小野医院（唐桑宿浦） 32-3128
佐々木小児科医院（本郷） 22-6811
三条小児科医院（田中前） 23-0088
村岡外科クリニック（田中前） 23-3990

　  医療機関名（所在地） 電話番号
22-7100

市立本吉病院（津谷明戸） 42-2621
歌津八番クリニック（南三陸町） 36-9511

47-1175
公立南三陸診療所（南三陸町） 46-3646
ささはら総合診療科（登米市） (0220)

21-5660

■持ち物／健康保険証、予診票（医療機関に備え付けの用紙にご記入ください）

医療機関名（所在地） 電話番号
猪苗代医院（三日町） 24-7180
猪苗代病院（南町） 22-7180
うちクリニック（東新城） 23-0087
遠藤産婦人科医院（本郷） 22-6828
大里胃腸科内科医院（南郷） 22-7157
大島医院（高井） 28-2603
大友病院（三日町） 22-6868
おだか医院（田中前） 22-3210
小野医院（唐桑宿浦） 32-3128
葛内科胃腸科医院（田中前） 22-6750
小松クリニック（東八幡前） 21-5770
齋藤外科クリニック（東新城） 22-7260
佐々木小児科医院（本郷） 22-6811

■実施医療機関／ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

過去に１回でも接種したことがある方は対象外となります。
75 歳 以上で上記年齢以外の方 １回 5,240 円 3,000 円

■対象年齢など／市内に住所があり、下記にあてはまるお子さん
 対象年齢 接種回数 市負担額

２回

自己負担額
生後 12月から36月のお子さん
（1歳の誕生日の前日から３歳の誕生日の前日まで）

０円 21,640 円

１回
生後 36月から60月のお子さん ※経過措置
（３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日まで）

０円

１回
５歳から６歳未満のお子さん
（５歳の誕生日から６歳の誕生日の前日まで）

2,000 円 8,820 円

10,820 円

※経過措置…今年度に限り、今までに水痘に罹ったことがなく、任意も含め水痘ワクチンを１回も
　　　　　　接種したことがない場合は、定期接種として１回接種できます。

すでに水痘に罹ったことがあるお子さんは、接種の必要はありません。

医療機関名（所在地） 電話番号
条南整形外科（田中前） 29-6711
すがわら内科クリニック（松崎萱） 25-8825
鈴木医院（長磯原ノ沢） 27-2315
村岡外科クリニック（田中前） 23-3990
森田医院（八日町） 22-6633
市立病院（田中） 22-7100
市立本吉病院（津谷明戸） 42-2621
歌津八番クリニック（南三陸町） 36-9511
佐藤徹内科クリニック（南三陸町） 47-1175
公立南三陸診療所（南三陸町） 46-3646
ささはら総合診療科（登米市） (0220)

21-5660

　「広報けせんぬま 10 月 1 日号」
の 11ページに掲載しました「休日
当番医情報」の中で右表のとおり
変更がありましたので、ご確認く
ださい。

「休日当番医情報」に変更がありました ■問い合わせ先／
　市健康増進課    tel：21-1212

金沢歯科医院（新町）10月26日（日） 条南歯科医院（田中前）
tel:23-5570

10月 19日（日） 佐々木小児科医院（本郷）
tel:22-6811市立本吉病院（本吉町津谷）

佐々木小児科医院（本郷）

かか

かか

「土地月間」10 月は　　　　　　　　　です

■問い合わせ先／市震災復興・企画課    tel：22-3408

　国では、毎年 10 月を「土地月間」
とし、土地に関する基本理念の普及・
啓発活動の充実を図っています。
　土地は国民にとって限られた貴重
な資源です。この機会に、豊かで安
心できる住みよい社会を築いていく
ために、ぜひ土地の有効利用につい
て考えてみませんか。

　国では、毎年 10 月を「土地月間」
とし、土地に関する基本理念の普及・
啓発活動の充実を図っています。
　土地は国民にとって限られた貴重
な資源です。この機会に、豊かで安
心できる住みよい社会を築いていく
ために、ぜひ土地の有効利用につい
て考えてみませんか。

　「国土利用計画法」は、土地の投機
的取引等を抑制し、適正・合理的な
土地利用を確保するため「届出制度」
を設けています。

　一定面積（例：都市計画区域内の場合は 5,000 ㎡）以
上の土地の取引をしたときは、この法律により土地の所
在する自治体に届け出が必要です（契約当事者の一方が
国や地方自治体の場合などは不要）。

　「国土利用計画法」は、土地の投機
的取引等を抑制し、適正・合理的な
土地利用を確保するため「届出制度」
を設けています。

　一定面積（例：都市計画区域内の場合は 5,000 ㎡）以
上の土地の取引をしたときは、この法律により土地の所
在する自治体に届け出が必要です（契約当事者の一方が
国や地方自治体の場合などは不要）。

土地取引には届け出が必要です！

対象年齢（生年月日） 接種回数 市負担額自己負担額
65 歳  （昭和 24 年 4月2日～昭和 25 年 4月1日）

１回

70 歳  （昭和 19 年 4月2日～昭和 20 年 4月1日）
75 歳  （昭和 14 年 4月2日～昭和 15 年 4月1日）
80 歳  （昭和   ９年 4月2日～昭和 10 年 4月1日）
85 歳  （昭和   ４年 4月2日～昭和   ５年 4月1日）
90 歳  （大正 13 年 4月2日～大正 14 年 4月1日）
95 歳  （大正   ８年 4月2日～大正   ９年 4月1日）
100 歳  （大正   ３年 4月2日～大正   ４年 4月1日）
101 歳 以上 （大正３年４月1日以前）

4,500 円

（生活保護世帯は  
  無料）

3,740 円
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 information information
　暮らしの情報

　９月１日現在で調製した選
挙人名簿をお見せします。
■期間／ 10 月 20 日（月）か
ら 11 月３日（月・祝）まで
■時間／午前８時 30 分から午
後５時まで
■場所／市選挙管理委員会事
務局（市役所ワン・テン庁舎
１階）
※来庁する際は印鑑を持参し
てください。
■対象／当該名簿の登載申請
をされた方
■問い合わせ先／
市選挙管理委員会事務局
tel：22-3459

 information information
　暮らしの情報

　市では、平日、仕事の都合などで市税・国民健康保険税を納めることができない方や、事情
があり納期どおりの納付が困難な方を対象に、平日の夜間と土・日曜日の休日に納税相談窓口
を開設します。
■対象税目／市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
■夜間相談窓口開設日時／ 10 月 31 日 ( 金 )  午後５時 15 分から８時まで
■休日相談窓口開設日時／ 11 月１日 ( 土 ) と 11 月２日 ( 日 ) の、午前９時から午後４時まで
■場所／市税：市税務課窓口 ( 市役所本庁舎 1階 )
　　　　国民健康保険税：市保険課窓口 ( 市役所本庁舎 1階 )

■問い合わせ先／ tel：22-6600
　・市税務課  収納係　　　内線 249・251
　・市保険課  国保収納係　内線 373・374■

ガス器具展示会を開催します

■

■

■

　・市税務課  収納係　　　内線 249・251
　・市保険課  国保収納係　内線 373・374

納税相談窓口を納税相談窓口を納税相談窓口を納税相談窓口を納税相談窓口を納税相談窓口を納税相談窓口を納税相談窓口を
　　　　　開設します　　　　　開設します　　　　　開設します　　　　　開設します　　　　　開設します　　　　　開設します　　　　　開設します
納税相談窓口を
　　　　　開設します

11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です
　県と本市が連携し、納税相談や、必要に応じた差し押さえによる滞納
処分など、徴収対策を集中して実施します。未納がある方は、そのまま
にしておかず、早期の納付や納税相談をお願いします。

市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します

【入居資格】／次のいずれにも該当する方
①持ち家がなく、現在住宅に困っている方　②市税の滞納がない方　③暴力団員でない方 
④所得が基準額以下の方　⑤同居する親族がいる方
※三日町住宅の高齢者世帯向けの部屋については、65 歳以上の方を含む夫婦世帯、入居者お　
　よび同居者が 65 歳以上で構成される世帯が条件となります。
※三日町住宅の単身申し込みの場合は、上記①～④の他に、65 歳以上であること。または、　
　障害認定１級・２級・下肢障害３級の手帳を保有していることが条件となります。

■入居予定日／ 12 月１日（月）ごろから 
■申込受付期間（募集案内・申込書の配布期間）／ 10 月 20 日（月）から 31 日（金）まで

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
宮城海区漁業調整委員の
選挙人名簿をお見せします

～年金のしくみをお知らせします～

①老齢基礎年金は、65 歳から受給できます。
②繰り上げ支給：60 歳から 65 歳になるまでの間でも、受給開始の時期を月単位で繰り上げで
　きます。
※繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額されるなどの制約があります。
③繰り下げ支給：66 歳以降 70 歳までの間に受給開始の時期を繰り下げることで、増額された
　年金を受給することができます。

■問い合わせ先／　　
　・市民課  国民年金係　 tel：22-6600 内線 365
　・唐桑総合支所  市民生活課　 tel：32-3130 内線 242
　・本吉総合支所  市民生活課　 tel：42-2600 内線 324
　・石巻年金事務所　tel：0225-22-5118老齢基礎年金とは

いくらもらえるの？

老齢基礎年金の受給について

詳しい内容については、　お近くの窓口でご相談ください。

いつからもらえるの？

　国民年金に加入し、保険料を納めた期間（免除期間などを含む）が原則として 25 年以上ある
方は、65 歳から老齢基礎年金を受給できます。

・平成 26 年 4月分からの年金額（満額）は 772,800 円です。
・20 歳から 60 歳までの 40 年間の全期間保険料を納めた方は、満額の老齢基礎年
　金を受給することができます。
・保険料の免除を受けた期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額
　となりますが、未納期間は受給年金額の計算対象とはなりません。

■申し込み・問い合わせ先／ 
　・市建築住宅課  市営・仮設住宅係　tel：22-6600 内線 536
　・唐桑総合支所  建設課建設係 　　   tel：32-4526
　・本吉総合支所  建設課建設係　　　tel：42-2600 内線 352

■募集住宅・入居資格／

【入居資格】／次のいずれにも該当する方
①市内に就業または定住を希望し、かつ現在住宅に困っている方　②市税の滞納がない方
③暴力団員でない方　④世帯の年間総所得が 826,200 円以上ある方（総収入ではありません）

■募集住宅・入居資格／ 市内に就業・居住を希望する方を支援するため、面瀬住宅の入居
　　　　　　　　　　  者を募集します。

住宅名 所在地 建設 募集戸数 住戸タイプ 家賃

面瀬住宅（単身可） 岩月宝ケ沢274-1 昭和46年度 ８戸 ２Ｋ 20,200円

住宅名 所在地 建設 募集戸数 住戸タイプ 家賃
三日町住宅
（高齢者世帯向け・単身可） 三日町3-1-1 平成17年度 １戸 ２Ｋ 14,800円～29,100円

川原崎25-1 昭和40年度 １戸 ３Ｋ 4,700円～9,300円

茗荷沢32 昭和41年度 １戸 ３Ｋ 5,200円～10,300円
川原崎住宅（単身不可）
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 information information
　暮らしの情報

　９月１日現在で調製した選
挙人名簿をお見せします。
■期間／ 10 月 20 日（月）か
ら 11 月３日（月・祝）まで
■時間／午前８時 30 分から午
後５時まで
■場所／市選挙管理委員会事
務局（市役所ワン・テン庁舎
１階）
※来庁する際は印鑑を持参し
てください。
■対象／当該名簿の登載申請
をされた方
■問い合わせ先／
市選挙管理委員会事務局
tel：22-3459

 information information
　暮らしの情報

　市では、平日、仕事の都合などで市税・国民健康保険税を納めることができない方や、事情
があり納期どおりの納付が困難な方を対象に、平日の夜間と土・日曜日の休日に納税相談窓口
を開設します。
■対象税目／市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
■夜間相談窓口開設日時／ 10 月 31 日 ( 金 )  午後５時 15 分から８時まで
■休日相談窓口開設日時／ 11 月１日 ( 土 ) と 11 月２日 ( 日 ) の、午前９時から午後４時まで
■場所／市税：市税務課窓口 ( 市役所本庁舎 1階 )
　　　　国民健康保険税：市保険課窓口 ( 市役所本庁舎 1階 )

■問い合わせ先／ tel：22-6600
　・市税務課  収納係　　　内線 249・251
　・市保険課  国保収納係　内線 373・374■問い合わせ先／市ガス課 tel：22-7090

ガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催しますガス器具展示会を開催します

　市ガス課では、今年もガス器具
展示会を開催します。
　調理油過熱防止装置などの安全
機能が付いた S i センサーコンロ
など、最新ガス器具を展示・販売
いたします。
　皆さんのご来場をお待ちしてい
ます。

■日時／
　11 月１日（土）：午前９時 30 分から午後５時まで
　11 月２日（日）：午前９時 30 分から午後４時まで
■場所／
　市民健康管理センター すこやか（東新城２丁目 2-1）
■内容／
　Si センサーコンロ、炊飯器、給湯器などの展示・販売

納税相談窓口を
　　　　　開設します

11月、12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です
　県と本市が連携し、納税相談や、必要に応じた差し押さえによる滞納
処分など、徴収対策を集中して実施します。未納がある方は、そのまま
にしておかず、早期の納付や納税相談をお願いします。

市営住宅の入居者を募集します

■
■

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
宮城海区漁業調整委員の
選挙人名簿をお見せします

～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～～年金のしくみをお知らせします～

①老齢基礎年金は、65 歳から受給できます。
②繰り上げ支給：60 歳から 65 歳になるまでの間でも、受給開始の時期を月単位で繰り上げで
　きます。
※繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額されるなどの制約があります。
③繰り下げ支給：66 歳以降 70 歳までの間に受給開始の時期を繰り下げることで、増額された
　年金を受給することができます。

■問い合わせ先／　　
　・市民課  国民年金係　 tel：22-6600 内線 365
　・唐桑総合支所  市民生活課　 tel：32-3130 内線 242
　・本吉総合支所  市民生活課　 tel：42-2600 内線 324
　・石巻年金事務所　tel：0225-22-5118老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは老齢基礎年金とは

いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？いくらもらえるの？

老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について老齢基礎年金の受給について

詳しい内容については、　お近くの窓口でご相談ください。

いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？いつからもらえるの？

　国民年金に加入し、保険料を納めた期間（免除期間などを含む）が原則として 25 年以上ある
方は、65 歳から老齢基礎年金を受給できます。

・平成 26 年 4月分からの年金額（満額）は 772,800 円です。
・20 歳から 60 歳までの 40 年間の全期間保険料を納めた方は、満額の老齢基礎年
　金を受給することができます。
・保険料の免除を受けた期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額
　となりますが、未納期間は受給年金額の計算対象とはなりません。

■

■

■  市内に就業・居住を希望する方を支援するため、面瀬住宅の入居
　　　　　　　　　　  者を募集します。
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■目がご不自由な方などがいらっしゃる場合は、上記の内容を読み上げ、掲
　載されている情報をお伝えしていただくようご協力をお願いします。
■電話の音声応答装置を利用して、目の不自由な方などに「広報けせんぬま」
　の掲載内容をお知らせしています（ダイヤル広報／ tel：0226-23-1111）。

お願いと
お知らせ

　階上中学校には「あいさつ」、「防災学習」、
「エール」の伝統があります。
　その中でも「防災学習」では、震災前か
ら「自助」「共助」「公助」をテーマとした
授業がありましたが、震災後は地域の方々
からの声などを基に、特に “自助” を基盤
としたカリキュラムになり、より実践的な
防災の理解を深めています。

三浦さん、ありがとうございました！

●階上中学校の特色はなんですか？

No.No.７７

生  徒  会生  徒  会
紹 介

階上中学校

●よりよい生徒会活動を行うために
　　取り組んでいることはありますか？

詳しくは各団体へ
　直接お問い合わせください。

惣万佳代子さんから学ぶ
地域共生ケア学習会
惣万佳代子さんから学ぶ
地域共生ケア学習会
■日時／ 10 月 19 日（日）
　　　　午後１時 30 分～４時 30 分
■場所／市役所ワン・テン庁舎 ２階交流室Ａ・Ｂ
■参加料／無料（定員 50 名）
■対象／一般、福祉に関心のある方
■内容／惣万 佳代子氏（NPO法人デイサービス「このゆびとーまれ」）
　　　　　による学習会
■問い合わせ先／
　ワーカーズコープ気仙沼事業所　tel：22-5580

催 し 情 報

第 30 回気仙沼市産業まつり・
市場で朝めし。
第 30 回気仙沼市産業まつり・
市場で朝めし。
■開催日／ 10 月 26 日（日）
■場所／気仙沼市魚市場１階
■内容／
　【産業まつり】　午前９時～午後３時
　・地場産品の展示・即売
　・豪華景品が当たる大抽選会
　・ギネス世界記録を目指す
　　「復活！ジャンボのり鉄火巻き大会」ほか
　【市場で朝めし。】　午前８時～午後２時
　・「定食セット（サンマの塩焼き、つみれ汁、ご飯）」
　   などの販売
■問い合わせ／
・気仙沼市産業まつり実行委員会（気仙沼市商工課
　物産振興係）　tel：22-6600　内線 523
・市場で朝めし。実行委員会（斉吉商店内）
　tel：22-0669

親守詩～笑顔の絆～ in 気仙沼親守詩～笑顔の絆～ in 気仙沼
■日時／ 10 月 26 日（日）
　　　　午後１時～（開場：午後０時 30 分）
■場所／鹿折小学校体育館
■内容／親への想いを詠んだ川柳作品の表彰式
　　　　と、マギー審司氏による講演
■入場料／無料（定員 150 名）
■問い合わせ先／気仙沼青年会議所   tel：23-1311

　多くの方からの意見を積極的に取り入れ
ることを心がけています。
　今年は兵庫県を訪問し、阪神淡路大震災
を経験した方と交流したり、震災当時の映
像などを見せていただいたりしました。さ
まざまなご意見をいただき、今後は地域の
方々との絆がもっと深まるような企画を立
てていきたいと思います。

そう     まん        か         よ         こ

同時開催同時開催

アレルギー講演会アレルギー講演会
■日時／ 10 月 31 日（金）
　　　　午後２時～４時
■場所／松岩公民館 １階研修室
■内容／「子どものアレルギーと対策」
　　　　  講師：赤澤 晃氏(東京都立小児総合医療センター）
■参加料／無料（定員 100 名、要予約）
■問い合わせ・申し込み先／
　市健康増進課 健康増進係 tel：21-1212

あか   さわ   あきら

市の人口と世帯数市の人口と世帯数
　市の人口と世帯数について、毎月 15 日号の「広報けせ
んぬま」でお知らせしていますが、平成 26 年９月末現在
の数字は、「広報けせんぬま」11 月 1 日号に掲載します。
ご了承ください。

しん　じ

写真

広
報

広
報

生徒会長

三浦 優花さん (３年） 
み    うら        ゆう    か

おや     もり     うた 
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